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「外国ユーザーリスト」について

本リストは、「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある

場合を定める省令第２号及び第３号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸

出者が入手した文書等（経済産業省告示第７６０号）」第２号に規定する「輸出

貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号）第４条第１項第３号イ及び第４号イに

規定する核兵器等の開発等の動向に関し、経済産業省が作成した文書等」に該当

するものである。

本リストを入手した者は、輸出貿易管理令別表第１の１６の項の中欄に掲げる

貨物の同項下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出又は外国為替令（昭和５５年政

令第２６０号）別表の１６の項の中欄に掲げる技術の同項下欄に掲げる地域にお

いて提供することを目的とする取引を行う場合には、「輸出貨物が核兵器等の開

発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令（経済産業省令第２４９

号）」又は「貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第１項第３号の２イ及び

第４号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵

器等の開発等のために利用されるおそれがある場合（経済産業省告示第７５９

号）」の規定により、当該貨物の需要者又は当該技術を利用する者の名称が本リ

ストに掲載されているかを確認しなければならない。

輸出する貨物の需要者又は提供しようとする技術を利用する者の名称が本リス

トに掲載されている場合は、「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられる

おそれがある場合を定める省令」に規定する「当該貨物の需要者が核兵器等の開

発等を行う（行った）旨記載され、若しくは記録されているとき」及び「貿易関

係貿易外取引等に関する省令第９条第１項第３号の２イ及び第４号イの規定によ

り経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のため



に利用されるおそれがある場合」に規定する「当該技術を利用する者が核兵器等

の開発等を行う（行った）旨記載され、若しくは記録されているとき」に該当す

るため、用途、取引の態様・条件等からみて、大量破壊兵器等の開発などに用い

られないことが明らかなときを除き、経済産業大臣の許可が必要となる。

※「外国ユーザーリスト」について(平成２１･０４･２７貿局第２号)は、廃止す

る。 
※詳細については、安全保障貿易管理課に問い合わせのこと。


